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　　定額給付金は、平成21年２月１日を基準日として、基準日にお住まいの市町村の住民基本台帳など
に登録されている世帯主に給付するものです。
　高浜市に２月２日以降に転入された方は、以前お住まいの市町村での給付となります。
　また、２月２日以後に世帯分離された方も、２月１日基準日時点の世帯主が受給者となります。
　申請書は、３月25日（水）に郵送しました。対象者の方で申請書が届かない場合は、お問い合わせく
ださい。
対　象　者　平成21年2月1日において、①または②のいずれかに該当する方
　　　　　　①高浜市の住民基本台帳に記録されている方
　　　　　　②高浜市の外国人登録原票に登録されている方（不法滞在者、短期滞在者は除く）
給　付　額　対象者1人につき1万2,000円
 ※平成21年２月1日において、65歳以上の方と18歳以下の方については2万円となります。
受　給　者　対象者のいる世帯の世帯主（②の方については各対象者）
申請の方法　市役所から送付された申請書に必要事項を記入し、本人確認ができる書類のコピー、振込口

座の通帳のコピーを同封してある返送用封筒に入れ、市役所あてに返送してください。
 ※詳しくは、申請書に同封された手引きをご覧ください。
申 請 期 間  ３月25日（水）～９月25日（金）
受 付 窓 口  ６月８日（月）から受付窓口を設置します。

出　張　受　付
　市内公民館などでご相談・受付を
実施します
（受付時間　午前９時～午後５時）

日　　程 場　　　所

６月１日㈪ 吉浜公民館

６月２日㈫ 高取公民館

６月３日㈬ 翼ふれあいプラザ

６月４日㈭ 高浜南部公民館

６月５日㈮ 大山公民館

問合せ先
　市役所定額給付金グループ
　☎52－1111（内線353・354）

定額給付金等申請書は
届きましたか


